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インドネシア：未納の年金の納付義務に関する庁通知発令（続き） 
 
 

2018 年 10 月 18 日付の Vol.199 でご案内した、インドネシアにおいてすべての特許権者を

対象とした「未納の年金の納付義務」についての続報です。 

 

 インドネシア特許庁は新たに2019年 02月 17日付の通知（Circular）を発行し、対象となる年

金については、先の通知において設定した納付の期限を、新たな通知の日付から 6 ヶ月以内

（2019 年 08 月 17 日まで）に延長すると発表しました。 

（出典：Mirandah Asia）                          
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